
市議会モニター意見等 

№ 項目 ご意見等 広報広聴委員会における検討状況 

1 
① 本会議に関して 

（6月定例会） 

６月１３日（水）の午前と午後の本会議を傍聴しました。 

・勤続１５年、１０年の表彰状の伝達が三名の方に伝達されましたが、今後も

市政に尽力いただきたいと感じました。 

・本会議を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。この内

容を三名の議員に伝えます。 

・四名の会派代表の総括質問はそれぞれの立場からの質問と感じましたが、人

によっては質問項目が多く、市長答弁の時間不足が生じたように感じました。

新文化会館タクト鶴岡への議員側の認識は市民感覚とのずれを感じました。一

定の批判があることを受け止めるべきでは！ 

・総括質問を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。 

・前段（質問及び答弁時間について）の内容は議会運営委員会に伝えます。 

・後段（荘銀タクト鶴岡について）の内容は各議員に伝えます。 

・フーデバーに関しては、立地上良い場所とは考えられません。市内外から人

を集めるには創意工夫と予算を確保した上で、本格的に整備する必要があった

と感じました。 

・総括質問を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。この

内容を各議員に伝えます。 

・茅原地区の土地区画整理事業は、現在の鶴岡市にとって必要なことなのか、

議会としても真剣な議論が必要ではなかったかと思います。市街地は既に多く

の空き家・空き地が発生しており、今後も増加が避けられないと考えられ、新 

・総括質問を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。この

内容を各議員に伝えます。 

たな視点を定めるべきと思います。  

・議員の皆さんからは、今後も頑張っていただくようお願い申し上げます。 

以上、報告します。 

・この内容を各議員に伝えます。 

今後も、本会議の傍聴等をしていただき、市議会の運営等に関し率直なご意見

をいただければ幸いです。 

2 
① 本会議に関して 

（9月定例会） 

９月５日午後の総括質問と１０日午後の一般質問を傍聴しました。 

・各会派の総括質問への姿勢がそれぞれあることがわかった。４項目の通告な

がら質問が２０超、６項目の通告で質問が６、５項目の通告で質問項目が１１、

３項目の通告で質問項目が１２と質問者のスタンスの違いがあると感じた。質

問項目が多いほど原稿の読み上げが目立ち、生き生きした議論にならなかった。

質問者側の工夫が一層必要と感じました。 

・総括質問を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。この

内容を各議員に伝えます。 

  

・総括質問は各会派の考え方を理解する上で参考になると考えていますが、 議

員の皆さんにとっては、どんなものなのでしょうか。熱心にメモを取っている

人もいる一方で、（傍聴者から見ると）全く無関心という雰囲気もあって、全員

がひとつになるのは難しいものなのでしょうか。 

・総括質問を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。この

内容を各議員に伝えます。 

  
・一問一答方式の質問は、聞いていてわかりやすく、良い方法だと思います。 ・一般質問を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。この

内容を各議員に伝えます。 

  
・一般質問では、こうしたら良いのではという提案型の質問もあり、勉強して

いるなという積極さを感じました。 

・一般質問を傍聴してのご意見をお寄せいただきありがとうございます。この

内容を各議員に伝えます。 

3 
① 本会議に関して 

(１２月定例会） 

１２月６日２時間３０分本会議を傍聴しました。 

市長公約の「地域まちづくり未来基金」が今年度からスタートしたことの説明が当局か

らありました。確実な一歩を踏み出したことがとてもうれしく感じました。基金の額は

これから更に積み上げられると思いますから、各地域の創意工夫に期待します。 

・まちづくり未来事業については議会も注目しており、多くの議員が質問で取り上げて

おります。 

・この内容を各議員に伝えます。 

  
午前の本会議では、質問中の議員に対して他の議員からヤジとも受け取れる不規則発言

があり、残念に感じました。 

・この内容を各議員に伝えます。 

  
中学生のピロリ菌検査が鶴岡市でも実施されていることを初めて聞きました。受診率が

７０％は決して低くないと感じましたが、保護者の理解が更に進むよう願うものです。 

・この内容を各議員に伝えます。 
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それぞれの議員が努力していることが感じられ、今後も市政発展に努力頂きたいと想っ

ています。 

・この内容を各議員に伝えます。 

4 
⑤議会改革・活性化に

関して 

・財政再建の中、経費が倍額となり、景観及び設計の面で困難を抱えながら、なぜ市長、

行政、議会はその暴走を止められなかったのか。 

・責任解明の中、新市長だけが長期給与減額となったが、実質的な責任者でない人がそ

れを背負い、関係当事者は静かに構えていることに、何のための調査、答申だったのか

と感じている。 

・議会の使命を再考し、民主主義と道理を取り戻す努力をしてほしい。 

・この内容を各議員に伝えます。 

5 

①本会議に関して 

（６月、９月、１２月

定例会） 

・議員の意見・質問に対する市長の答弁は分かりやすく誠意のあるものだった一方、文

化会館建設に関して、議員からの反省発言は一つもなかった。 

・市が議会の承認を得ずに工事費を増額したことは違法であり、行政の執行状況をチェ

ックするのは議会の役目である。 

・前市長や議会が法律を知らなかったとは考えられず、議会の承認が必要と知りながら

執行されてきた。 

・現市長の給与減額に対する民意は、初めに提案された方法が妥当とするものであった

と思う。 

・当初予算案を可決した当時、監査委員であれば違法性を知っていたはずである。 

・議会改革・活性化に関しては、議員の意識に問題・課題がある。 

・議員ひとり一人が目の前の利害にとらわれることなく、真摯に活発な議論をして、市

民のため、鶴岡市のために努力してほしい。 

・この内容を各議員に伝えます。 

6 
①本会議に関して 

（１２月定例会） 

表決の際に、原案賛成案及び修正案についての加藤鑛一議員の発言中（地方自治法、監

査委員の役務について）、議長は再三にわたって発言をさえぎり、発言者に丁寧な説明

なしに、議事、採決を進行させた。これは表決前の議事進行ルールに違反するもので、

真の民主的議会運営ではない。傍聴市民の一人として断固抗議する。 

・ご指摘の場面では、常任委員会における審査の経過と結果について委員長が報告し、

そのことに対する質疑を行うことになっていましたが、議長が質疑を聞き、その内容が

委員長報告（申し述べた内容）に対する質疑となっていないとして、発言を止めたもの

です。何を質問してもよいことになると収拾がつきませんので、本会議の運営を主宰す

る議長に与えられた権限として、質疑の内容によっては発言を中止させることができま

す。 

・この内容を各議員に伝えます。 

 
⑤議会改革・活性化に

関して 

尊厳を保ちながら、スピーディーで緊張感のある議会及び各委員会の運営を行ってもら

うために、本市の議員定数の見直しを図り、少数精鋭とすることを提言したい。ＩＴの

進化、今後の本市の人口推移や財政規模、他市の議員定数を勘案しても定数削減は妥当

である。具体的には２０与議席で充実した議会運営が可能と考える。 

定数削減により、全体会議、委員会もしくは勉強会などもより効率よく運営され、また、

削減された議員報酬分は、各地域への住民サービス、各支所、各コミュニティセンター

の活性化にまわすことが可能である。 

・議員定数については議会改革の検討課題に上っています。 

・この内容を各議員に伝えます。 

  

議場の席次は会派等によらず、議員一人一人の自主独立性を保つため、フラット、オー

プンに、各議員平等に徒党（会派）を組まない仕組みの席次に変えて、より民主的な議

事運営に改革すべき。 

・本市議会では議長の議席を３２番、副議長の議席を３１番とし、１番から３０番まで

は会派ごとにその順番を決めていますが、他の市議会では当選回数の少ない議員から順

に議席番号を定めている例もあります。 

・この内容を各議員に伝えます。 
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委員会の審査、運営は、会派別による多数決方式により決定されており、派閥主導によ

る議決が圧倒的である。地方議会は国政とは違い、イデオロギー、党派別によらず、あ

くまでも住民、市民ファーストの立場での意思決定機関であってほしい。 

・会派内で集約した意見を基に会派間で調整を行うなど、議会運営の効率化を図るため、

本市議会では会派制をとっています。本市議会の場合は２人以上で結成したものを会派

としており、議会運営委員会や会派代表者会議に参加できます。 

・議会という合議体において機関意思を決定するために、最終的に多数決によることは

とやむを得ない場合もあります。 

・この内容を各議員に伝えます。 

 

市議会議員は、市長とともに市民の投票により選出された市民の代表者である。常に市

民や地域に密着し、対話を重視した行動をとり、地域現場主義に徹するべきである。 

・この内容を各議員に伝えます。 

  
総括・一般質問は、内容が重複しているものや、市政の評価に過ぎないものがある。委

員会の充実にもっと時間をまわし、スピーディーで効率的な議会運営にすべき。 

・この内容を各議員に伝えます。 

  

市議の報酬・手当は市民全体の所得に比し、決して低いものではない。彼らの生活保障

は他の自由業、事業者、サラリーマンより量的、質的にも充分といえるものであり、議

員年金制度は必要ない。議員たるものは自由業であり、どこにも属さず、とらわれない

市民、市政の代表者である。 

・地方議員年金制度は平成 23 年 6 月 1 日をもって廃止されております。そのため制度

廃止以降、新たに議員になった者には、議員年金は給付されません。なお現職議員のう

ち制度廃止時点において議員であった者で掛け金を掛けていた者には、退職一時金又は

退職年金のいずれかが給付されます。 

・この内容を各議員に伝えます。 

  

新文化会館建設に関して、地域全体のための合併特例債が、ほとんど一施設につぎ込ま

れた上、巨大かつ座席数も足りない建築物が完成したことに疑問をもったのが、モニタ

ーに応募した主たる動機である。この間の行政執行責任者である首長、市議、市職員相

互の関係性と、各々の説明の仕方、内容を知りたかった。 

市議会の現状と問題点をつぶさにみることができ、今後の活動、意見提起のための貴重

な体験となった。このような機会を与えてくれた関係諸氏に、心よりお礼を申し上げた

い。 

・この内容を各議員に伝えます。 

  

平成 30 年 11 月 28 日に提出された陳情に対する回答、また、議会や議員の責任につい

て、全議員で構成される「特別委員会」を設置し、議長のリーダーシップの下、任務責

任をはっきりすべきと考える。議長責任で、市民に回答を願いたい。 

・陳情について、当市議会では申し合わせにより、送付を受けた委員会で議題として質

疑・意見交換をするのみで審査報告書の提出及び委員長報告は行っておりません。 

・この内容を議長並びに各議員に伝えます。 

  
行政は縦割だけでなく、横の情報連絡を密にし、市民に分かりやすい文書管理、公表に

努める。（市役所の組織、慣れあい体質の見直し） 

・この内容を当局及び各議員に伝えます。 

7 ⑥ その他 

文化会館の利用状況について、市からは毎日忙しく繁忙を来している旨の報告があっ

た。しかし、文化会館の前をよく通るが、必ずしもそうではないように思える。市議会

としても、円滑な運営に資するよう実態把握に努めてはどうか。 

 

・荘銀タクト鶴岡（文化会館）では平成 30年 3月 18日のグランドオープン以来、様々

な公演が行われております。より多くの方に楽しんでいただくため、いろいろな公演を

バランスよく行うことが必要と考えますので、貴重なご意見として今後の参考とさせて

いただきます。 

・この内容を各議員に伝えます。 

8 ⑥ その他 

内容にもよるのでしょうが、「議論」はあっても「討論」はないように感じる。「善処

します」は「考えておきます、やらない予定」と解釈されてしまいますので、明解な回

答を。 

 

・貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

・この内容を当局及び各議員に伝えます。 

9 ⑥ その他 

文化会館問題がようやく収束して良かった。市長が想像以上の責任をとったのだか

ら、次は議員の番だと思う。 

 

・この内容を各議員に伝えます。 
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10 
⑤ 議会改革・活性化

に関して 

人は関心があることには興味を持つ。そのようなテーマの議論が議会であれば、なに

も宣伝する必要はない。重要なのはそれ以外のことにいかに関心を持たせるかというこ

と。日々地味に活動している議員の姿をいかに知ってもらえるか、理解してもらえるか。

以前に比べてハード面は整備されてきており、これからがソフト面が重要になっていく

のではないか。 

 

・議会の活動を分かりやすくお伝えするため、モニターの皆様から寄せられたご意見や

傍聴アンケートの結果をもとに、ホームページや議会だよりの改善を進めてきました。

より開かれた議会にするため、今後もご意見をお寄せいただきますとともに、市民の皆

様の声をもとに、議会の活動について広く知っていただけるよう努めてまいります。 

・この内容を各議員に伝えます。 

11 
⑤ 議会改革・活性化

に関して 

現状の議会体制では、鶴岡市が真に活性化する素材が見当たらない。この際、早急に、

議会・議員体制の見直しを提言する。 

 

・この内容を各議員に伝えます。 

12 ⑥ その他 

傍聴（議会）は大変勉強になる。温海、朝日、羽黒、藤島北部からは非常に往復の時

間と燃料代がかかる。何 km 以上、何人以上は交通費を支援する案の検討を始めてほし

い。 

・多くの方に傍聴していただくための貴重なご意見として今後の参考とさせていただき

ます。 

・また、本会議につきましては、各地域庁舎にはモニターＴＶを設置し生中継しており

ますし、インターネットを利用した動画配信（生中継及び録画中継）を行っております

のでご利用ください。 

・この内容を各議員に伝えます。 

 

13 
①本会議に関して 

（３月定例会） 

３月１日午前に一般質問の本会議を傍聴しました。 

３１年度予算に関する議会のためか、質問に聞くべき内容が多くありました。特に、

最終処分場に関する問題は、ある会派の活動報告にも掲載されたものの、何が問題なの

か理解できずにいました。本日午前の一般質問で、最終処分場に対するこれまでの議会

質疑の経過を交えての質問と市の説明を聞いて、ようやく理解できました。市にとって

特に重要で多額の費用がかかる事業は 市民の理解とあわせて用意周到な準備と綿密

な事業計画が必要であることを知りました。 

 

・この内容を各議員に伝えます。 

  

議員全員にタブレットが配置されているようですが、市側は全員机にセットしてある

ものの、議員側を見ると８割程度に止まっているように見えました。有効活用をお願い

します。 

 市議会では、議員活動における調査環境の向上、会議の活性化並びに情報の即時化等

を図るため、平成３０年１２月定例会から全議員にタブレット端末を貸与し、ペーパー

レス会議システム（クラウド型アプリ）を導入しました。議案等については、３１年３

月定例会まで紙資料と併用しています。なお、議員と市当局では、タブレット端末に掲

載している資料が異なることから、本会議の内容によって、市側と議員側でその使用状

況に差が出たものと考えられます。今後さらに有効活用を図ってまいります。 

 

  

２年にわたりモニターを務めました。良い制度だと思っていますが、制度の趣旨を充

分に生かすためには、議会側とモニターの意見交換の場を何度か設ける必要があると考

えます。 

 

・制度発足から２年間、市議会モニターを務めていただき誠にありがとうございました。

これまで、６月定例会前にモニター会議を開催する以外に意見交換の場を設けてきませ

んでしたが、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

  

ホームページでは未だに平成２９年度分報告が掲載されており、３０年度分報告に更

新されていません。なぜなのでしょうか？議会のたびに傍聴し、報告書を提出している

者としては、大いなる疑問です。キチンとした対応を要望します。（平成３１年３月１

日現在未掲載確認済み） 

 

・平成３０年度分の報告の掲載が遅れ、誠に申しわけありません。今後、提出されたご

意見等につきましては、広報広聴委員会で検討の上、その都度速やかに掲載いたします。 

 



市議会モニター意見等 

※ 項目 

① 本会議に関して 

② 委員会に関して 

③ つるおか市議会だよりに関して 

④ 市議会ホームページに関して 

⑤ 議会改革・活性化に関して 

⑥ その他 


